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⚫とりまとめ骨子案について、これまでの議論を踏まえて足らざる点や、更なる議論が必要な点はないか。

⚫その際、幼稚園・小学校・中学校・高等学校については、総則・評価特別部会における議論も踏まえ、学校現
場を取り巻く状況を踏まえた実現可能性のある改善の方向性となっているか。特に、学校現場が抱える負担
感・不安感への対応や、幼・小・中・高等学校における特別支援教育を担う教師の現状に即した方向性となっ
ているか。

⚫特別支援学校については、幼稚園・小学校・中学校・高等学校との連続性の観点を踏まえつつ、特別支援学
校を取り巻く状況を踏まえた実現可能性のある改善の方向性となっているか。



特別支援教育WG
取りまとめ骨子案（イメージ）
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1. 特別支援教育をめぐる現状と改訂における基本的考え方

特別支援教育WG

（１）特別支援教育の意義と現状

⚫ 特別支援教育は、障害のある子供の自立や社会参加に向けた主体的な取

組を支援するという視点に立ち、子供一人一人の教育的ニーズを把握し、そ

の持てる力を高め、障害による学習上又は生活上の困難を改善又は克服

するため、適切な指導及び必要な支援を行うものとされている。

⚫ また、特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する

条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念を構築することを旨として行わ

れることが重要。そのためには、障害の有無にかかわらず子供たちが可能な限

り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり、その際には、それぞれの子供が、

授業内容を理解し、学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら充

実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうかという最も本質

的な視点に立つことが不可欠である。

⚫ そのためにも、子供一人一人の自立と社会参加を見据えて、教育的ニーズ

に最も的確に応える指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備すること

が重要であり、小・中・高等学校の通常の学級、通級による指導、特別支

援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場において、障

害のある子供たち一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な

支援が行われることが必要である。

⚫ 少子化による児童生徒の数が減少する中、特別支援教育に関する理解や

認識・期待の高まり、また、各学校・設置者の努力・創意工夫により、通級

による指導、特別支援学級、特別支援学校のいずれにおいても、特別支援

教育を受ける子供の数は増加の一途をたどっている。このことは、特別支援

教育が障害のある子供たちにとって単なる学びの場を超えたセーフティーネット

としての役割を果たしており、障害の種類や程度等に関わらず全ての障害の

ある子供たちを学校教育制度に包摂するための不可欠な役割を果たしてい

ることの表れであると考えられる。

⚫ さらに、通常の学級に在籍し、学習面又は行動面で著しい困難を示すとさ

れた児童生徒数の割合も増加している。そのため全ての通常の学級におい

て、特別な教育的支援を必要とする児童生徒等が在籍している可能性が

あることを前提として、特別支援教育の取組を進めることが求められている。

補足イメージX参照
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（２）今回の改訂における基本的考え方

⚫ 次期学習指導要領等においても、インクルーシブ教育システムの理念を構

築することを旨として、障害のある子供たち一人一人の教育的ニーズに応じ

た適切な指導や必要な支援について更なる取組の深化を図ることで、障害

のある子供たちの「深い学び」を確かなものとし、障害のある子供たちを包摂

する柔軟な教育課程を推進することが必要である。その際には、学校現場

の持続可能な在り方を追求し、実現可能性を確保した方策とすることが重

要である。

⚫ その際、障害者基本法及び「障害者差別解消法」（※1）においては、障

害者について、「社会モデル」（※2）の考え方も踏まえた捉え方がされてお

り、心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続

的に日常生活又は社会生活に相当な制限をうける状態にあるものとされて

いる。この考え方は、世界保健機関（WHO）による「国際生活機能分類

（ICF）」の整理を踏まえ、障害の状態を「医学モデル」（※3）と「社会モ

デル」の両者を統合して障害を把握するものであり、これからの特別支援教

育においては、このICFの視点を踏まえ、「社会モデル」の考え方も取り入れ

た取組の充実が必要である。

（※1）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（※2）障害者が日常生活又は社会生活で受ける制限は、心身の機能の障害の
みならず、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるという考え方

（※3）障害を病気・外傷やその他の健康状態から直接的に生ずるもので、個人
の問題として捉える考え方
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２. 幼稚園、小学校、中学校、高等学校における改善の方向性

（１）基本的考え方 重層的な指導・支援の考え方を踏まえた方策

⚫ まずは通常の学級において、障害のある子供たちをはじめ様々な面で配慮

が必要な子供たちが在籍していることを前提として、全ての子供に対する多

様性・包摂性を尊重した学習者主体の授業づくり、学級・集団づくり、教

室・学習環境の整備を進めていくことが必要となる。その際には、デジタル学

習基盤を活用することにより、こうした取り組みが促進されると考えられる。

⚫ その上で、障害の状態等を踏まえた個別的な支援が必要な子供たちに対し

て、指導内容・指導方法の工夫に取り組むことが必要である。その際には、

校内委員会による組織的な対応が必要であり、国においては、校内委員会

の位置付けや役割の明確化を図るとともに、こうした工夫について学べる研

修コンテンツや教師向けの資料等を提供していくことも必要である。

⚫ さらに、通常の学級だけでは指導・支援が困難な子供たちに対して、通級に

よる指導を実施することが必要であり、その上で、障害の状態等を踏まえ、

通常の学級では指導・支援が困難な子供たちについては特別支援学級を

学びの場とするといった、教育的ニーズを踏まえた段階的なプロセスによる学

びの場の検討が必要である。

⚫ なお、それぞれの場の教育において、本人・保護者の意向を踏まえ、必要が

ある場合には、建設的対話による合意形成を通じて、合理的配慮の提供

を行うことが必要である。

⚫ 個別の指導計画のうち、各教科等の指導に係るものについては、指導上の

配慮事項や手立てに関する内容など、真に必要な記載に精選することが必

要であり、学校現場が抱える負担感への対応も可能となると考えられる。

⚫ 各教科等の指導に当たっては、「困難さ」に応じた指導内容や指導方法の

工夫が必要であるが、教師から見える表出した「困難さの状態」への対応に

とどまり、その背景にある「困難さが生じる要因」に十分に目が向けられない状

況があることも踏まえ、困難さが生じる要因に目を向けた上で、それに基づく

手立てを実施する考え方や事例等を示していくことも必要である。

幼・小・中・高等学校における現状・課題

⚫ 特別支援教育を受ける子供の数は急増しており、通級による指導を受ける

子供の数、特別支援学級や特別支援学校に在籍する子供の数、いずれも

急増している。このことは、特別支援教育に対する理解や認識・期待の高ま

りの一方で、障害のある子供たちも、通常の学級で学ぶことが可能な子供は

通常の学級で学ぶという前提が十分に理解・共有されていない実情もある。

⚫ 障害のある子供たちの指導・支援に当たっても、まずは通常の学級における

取組が起点となるが、こういった取組について学校現場や教育委員会、さら

には保護者に十分に理解されているとは言い難く、指導主事による各教科

等の指導助言においても十分に取り扱われていない実態もある。

⚫ また、多様な子供がいることを前提とした授業づくりや学級・集団づくりや通

常の学級に在籍する障害のある子供たちへの個別的な支援が十分ではな

いこと、特別支援教育に係る教師の専門性が十分でないことや、他方で特

別支援教育を含め様々な要望・期待に対して学校や教師の負担が増大し

ている状況等も相まって、障害のある子供たちに対する包摂的な取組が、障

害のある子供や保護者から見ると不十分なように映るような現状がある。

⚫ こういった状況に対し、平成25年の就学先の決定に関する制度改正により、

学校教育法施行令第22条の３の規定に該当する障害の程度の子供が

小・中学校に一定程度就学している一方で、通常の学級を学びの場とする

ことが適切と思われる場合であっても特別支援学級を学びの場とする子供や、

小・中学校を学びの場とすることが適切と思われる場合であっても特別支援

学校を学びの場とする子供が増え続けている現状がある。

⚫ このため、各学校段階において、実現可能性の観点を踏まえつつ、障害のあ

る子供たちを包摂した教育を実現するため、 「重層的な指導・支援」の考え

方に基づく指導・支援に取り組むことが必要である。

特別支援教育WG

補足イメージ①参照

<小見出し>

⚫ 小見出しや注釈を検討！

➢ Xxx

（※）注釈
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（２）合理的配慮の提供を促すための方策

合理的配慮の提供と基礎的環境整備に関する現状

⚫ 合理的配慮の提供は障害のある子供たちを包摂する観点からも不可欠な

視点であり、学校側の対応も進んできているが、他方で、合理的配慮の提

供に積極的に取り組んでいる小・中学校の割合は一部にとどまっており、地

域間の差も大きい現状がある。

⚫ 現行の学習指導要領においても、障害のある子供たちに対する指導内容

や指導方法の工夫に関して記載がなされているが、教師による指導上の工

夫としての記載であり、障害のある子供たちが教育内容・方法に関して合理

的配慮を求める場合との関係は、必ずしも明らかになっていない。そのため、

合理的配慮の提供に関する理解が十分に進んでいない状況も生じている。

⚫ また、1人1台端末などのデジタル学習基盤が整備されたことで、ICTの活用

は合理的配慮の基盤となる基礎的環境整備として位置付けられるものと

なったが、特別な支援を要する子供たちへの学習活動でのICTの活用が進

んでいない学校や、１人１台端末に装備されたアクセシビリティ機能等を十

分に活用しきれていない学校もあるなど、デジタル学習基盤を生かし切れて

いない実態があり、合理的配慮の提供への負担感・不安感に繋がっている。

特別支援教育WG

２. 幼稚園・小学校・中学校・高等学校における改善の方向性

合理的配慮の提供を促すための方策

⚫ 障害のある子供たちにとって、合理的配慮の提供を求めることは、社会的障

壁を取り除くために必要なものであるだけでなく、自己の学習を主体的に調

整するためにも必要なものであり、障害のある子供たちの自己選択・自己決

定に資する資質・能力の育成という観点からも重要なものである。

⚫ そのため、合理的配慮の提供について更なる理解を図り、実現可能性の観

点を踏まえつつ促すための方策として、各学校段階の学習指導要領等の総

則において、本人・保護者からの意思の表明を踏まえ、本人・保護者との建

設的対話による合意形成を通じて、過重な負担のない範囲での合理的配

慮の提供を行う旨を位置付けることが必要である。

⚫ その際、設置者・学校と本人・保護者の意見の違いが大きい場合があること

も踏まえ、継続的・安定的に取組が進むよう、解説等において、以下のよう

な合理的配慮の提供を進めるための考え方を分かりやすく示すことが必要。

➢ 学習内容の変更・調整や、情報保障や教材の配慮といった合理的配

慮として考えられる観点

➢ 過重な負担の基本的な考え方（物理的・技術的制約、人的・体制

上の制約、費用・負担の程度、学校規模や自治体の財政規模といっ

た観点）

➢ デジタル学習基盤を含む基礎的環境整備との関係 など

⚫ また、合理的配慮を受ける子供が「特別扱い」されていると捉えられ、学校や
クラスの中で孤立しないよう、多様性を尊重した学習者主体の授業づくりや
心理的安全性を確保する学級・集団づくりが必要な旨を示すことも必要。

⚫ また、合理的配慮の内容については、個別の教育支援計画の中に確実に
記載するとともに、学校間での確実な引継ぎを行うことが必要である。

⚫ 高等学校の入試において、障害のある生徒に対する受検上の配慮を更に
進めるためにも、文部科学省が作成している「高等学校入学者選抜におけ
る受検上の配慮に関する参考資料」について、デジタル学習基盤の活用等
を含む配慮の例を提示するなどの見直しも検討する必要がある。

補足イメージ②参照

基礎的環境整備の理解の促進に向けた方策

⚫ デジタル学習基盤は、様々な困難さを抱える障害のある子供たちにとって学び

の機会を保障するものであり、学びの主体的な調整を図るためにも不可欠な

ものである。そのため、合理的配慮の基盤となる基礎的環境整備に位置付く

ものとして、その意義を総則等で明記することが必要である。

⚫ また、障害の状態等に応じ、アクセシビリティ機能や入出力支援装置を適切

に活用することや、個別の学習ツール等を学習活動に柔軟に取り入れることも

示すことが必要である。国においては、デジタル学習基盤の活用に当たっての

分かりやすい例を提示するなどの方策も必要である。

補足イメージ③参照
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（３）通級による指導における改善の方向性

通常の学級の学びと通級による指導の連携

⚫ 小・中・高等学校における通級による指導は、通常の学級での学習活動や

学校生活を円滑に進めることを目指すものであり、通常の学級において障害

のある子供たちを包摂するための取組として不可欠なものである。

⚫ しかしながら、教育的ニーズを十分に精査・整理することなく、通級による指導

を実施している学校も見受けられ、また、通常の学級における対応や支援策

に十分に取り組むことなく、障害の状態等を踏まえた対応を通級による指導に

任せてしまうといった傾向が一部に生じている。

⚫ 他方、自治体によっては、通級による指導の利用についてのハードルが高く、

特別な指導や支援を必要とする子供たちが、困難を抱えたまま通常の学級に

取り残されてしまい、学習や学校生活に支障をきたすといった状況も生じてい

る。通級による指導を実施している学校が一部にとどまっている自治体もあり、

本来であれば通級による指導を受けながら通常の学級に在籍することが想定

される子供たちが、特別支援学級を学びの場としているような状況もある。

⚫ このような状況を踏まえ、通級による指導については、「重層的な指導・支援」

の考え方を踏まえ、通常の学級での教育活動における配慮や手立てを実効

的なものとするために実施するものであることを明らかにすることが必要である。

⚫ その上で、通級による指導において、自立活動を取り入れることや、自立活動

の指導と通常の学級における教科の指導をより密接に関連させることが重要

である旨を示すことが必要である。

⚫ 通級による指導の利用に当たっては、子供たちの教育的ニーズを十分に踏ま

えることが必要であり、校内委員会による組織的な見立ての下、専門的な知

見を踏まえつつ、子供たちの教育的ニーズを踏まえた総合的な見地から判断

することが必要である旨を指針等として示すことが必要である。

通級による指導を受ける場合の特例的な取扱い

⚫ 通級による指導を受ける子供たちは、各教科等の学びは通常の学級で進

めていくこととなるが、内容・単元によっては、障害の特性や状態等によって

障害のない子供と同一の内容や進め方では困難が生じる場合があり、教

科の内容を十分に理解できず、学習についていけない状況も生じている。

⚫ こういった状況に対して、現行では教育課程上の対応は困難であり、合理

的配慮の提供の観点や、通常の学級において障害のある子供たちを包摂

する観点を踏まえると、更なる制度の柔軟化が課題となっている。

⚫ そのため、通級による指導を受ける場合の特例的な取扱いとして、

➢ 自立活動の指導を実施した上で、通常の学級における少人数指導等で

は障害の特性等を踏まえると対応が困難な場合の特例的な措置として、

教科の内容の一部について、理解できず学習が遅れがちとなったり、他の

子供たちと同じように学ぶことに困難をきたしている場合等において、困難

さの状態に対する手立てとして特に必要な場合においては、合理的配慮

の提供の観点から、学校側に過重な負担が生じない範囲で、かつ、教師

の持ち授業時数の増につながらないよう指導期間を一定期間に限るなど

働き方改革にも留意した上で、各教科等の指導を行うこと

➢ 障害の状態等を踏まえ、通常の学級において受ける授業を含め、各教科

等の学習内容の変更・調整が必要な場合には、合理的配慮の提供の

観点から、学校側に過重な負担が生じない範囲で、本人・保護者と十

分に意思疎通を図りつつ、各教科等の目標・内容の一部を障害の状態

等を考慮したものに替えること

を可能とすることが考えられる。なお、これらの教育課程の特例的な取扱いは、

設置者の定めるところにより実施するものと整理することが妥当である。

⚫ 通級による指導の授業時数については、児童生徒の教育的ニーズを踏ま

えた柔軟な対応を可能とするため、小・中学校に係る下限について定めるこ

とはせず、１年間の中でも、教育的ニーズの変化を踏まえた弾力的な運用

を促す旨を示すことが考えられる。

特別支援教育WG

２. 幼稚園・小学校・中学校・高等学校における改善の方向性

補足イメージ⑤参照

補足イメージ④参照
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（４）特別支援学級における改善の方向性

特別支援学級の現状
⚫ 特別支援学級をめぐっては、自閉症・情緒障害学級や知的障害学級を中

心として在籍者が急増しており、こうした中、特別支援学級における特別の

教育課程の編成が正確な理解を欠いたまま編成されている実態や、交流及

び共同学習として、必要な支援を受けることなく、大半の時間を通常の学級

で学んでいる子供たちがいることなどの課題が生じている。

⚫ その背景として、学校側や保護者側の双方に、通常の学級における障害の

ある子供たちに対する指導・支援への負担感や不安感が生じており、子供た

ちの教育的ニーズを十分に精査・整理することなく、特別支援学級を学びの

場としている学校も見受けられる。こうした中、必ずしも特別支援教育に関す

る専門性を持ち合わせていない教師が特別支援学級を担当する状況も生じ

ており、特別支援学級における教育の質の確保を図るため、特別支援学級

における学びの在り方について、分かりやすく示すことが必要である。

⚫ 特に、特別支援学級においては、障害の程度等が様々な異学年の子供た

ちが同一の学級で学んでおり、子供の障害の状態等によって教科ごとに適用

される教育課程が異なっているなど、同一学級内で複雑な教育課程の編

成・実施が求められいる。実際の指導に際しては、小集団による指導や個別

指導を組み合わせながら並行して学習が進められている現状がある。

⚫ こういった特別支援学級特有の指導方法に対しては負担感の声も上がって

いる。また、特別支援学級や通級による指導においては、障害種に応じた基

本的な対応や配慮すべき事項等の考え方が示されておらず、学校現場に対

応が委ねられてきたことにより、子供たちの障害の状態等に応じた配慮や手

立てが十分に行き届いていない状況も指摘されている。

⚫ 他方、子供たちの教育的ニーズや必要な支援の内容について十分な整理が

なされないまま、機械的に特別支援学級を学びの場とする決定を行っている

市区町村教育委員会があり、適切な就学先決定を促す必要がある。

特別支援学級の質の確保に向けた方策

⚫ 特別支援学級における教育の質の確保を図る観点から、特別支援学級の

教育課程の編成・実施に関する基本的な考え方について、「重層的な指

導・支援の考え方」を踏まえつつ、これまでの優れた実践をもとに整理すること

が必要である。例えば、

➢ 子供一人一人の特性や学習進度、学習到達度等に応じた指導方法の

工夫や学習環境の設定、学習活動や学習課題の提供等により、子供

たちが自ら学習が最適となるよう調整していくための支援が必要であること

➢ 特別支援学級特有の学びを進めていくためには、デジタル学習基盤の活

用が不可欠であり、教師は適切な配慮や手立てを講じながらデジタル学

習基盤の活用を促すこと、障害の状態等に応じてアクセシビリティ機能や

入出力支援装置の活用を促進すること、障害の状態等を踏まえた個別

の学習ツールによる支援などの方策を講じることが期待されること

➢ 通常の学級の子供たちと交流及び共同学習を通した協働的な学びを進

めることは、特別支援学級の子供たちにとって、周囲の子供たちと共に育

つ中での成長が期待されるものであること

➢ 自立活動の指導を行うための時間を適切に設けた上で、教育活動全体

を通じて自立活動の指導を行う旨を明らかにすること

⚫ 他方、市区町村の教育支援委員会における就学先決定において、本人・
保護者の意向を踏まえつつ、「重層的な指導・支援」の考え方を踏まえた
多角的な視点で総合的な判断による決定に向けて、国において指針等を
策定し、明確化することが必要である。

⚫ 特別支援学級ではなく通常の学級を学びの場とすることが適切と思われる
子供については、通常の学級の中で指導できる体制を整備することにより、
通常の学級での特別支援教育の専門性を確保することが必要。こうした
子供たちを通常の学級の中できめ細かく指導できるような指導・運営体制
の在り方について、将来的な制度的対応も含むあらゆる対応策を見据えて、
国において検討を進めることが必要である。

特別支援教育WG

２. 幼稚園・小学校・中学校・高等学校における改善の方向性

補足イメージ⑥参照



⚫ 高等学校においても、障害のある子供たちが数多く在籍しているが、障害の

状態等を踏まえた教育課程の編成に課題がある。

⚫ 「重層的な指導・支援」の考え方を踏まえた対応は高等学校においても必要

であり、まずは通常の学級において、多様性・包摂性を尊重した学習者主体

の授業づくり、学級・集団づくりに取り組み、その上で、一人一人の教育的

ニーズに応じた個別的な対応や通級による指導を行うことが必要である。

⚫ さらに、高等学校において、障害の程度が比較的重い生徒を受け入れてい

る場合において、障害のある生徒の教育的ニーズを踏まえた教育活動を積

極的に推進するための教育課程の柔軟化を含めた取扱いについて、将来的

な制度的対応を見据えた検討を進めることが必要である。

⚫ そのため、まずは各自治体における先導的な実践を後押しし、研究開発的

な視点も踏まえた知見の蓄積が重要。障害の程度が比較的重い生徒を受

け入れており、障害のある生徒の自立と社会参加に向けた教育活動に積極

的に取り組んでいる高等学校において、特に必要な場合においては、障害の

状態等に応じた教育課程の編成・実施を可能とする新たな特例校制度を

創設し、将来的な対応を見据えた先導的・実証的な取組を進めるべき。
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特別支援教育WG

２. 幼稚園・小学校・中学校・高等学校における改善の方向性

⚫ 幼稚園においても、合理的配慮の充実を図っているが、基礎的環境整備に

ばらつきが大きく、また、園内の支援体制の整備や関係機関に対する専門

的な助言・援助の要請、個別の教育支援計画の作成や個別の指導計画

の作成については、十分に対応できていない。

⚫ 幼稚園においては、全ての幼児一人一人の発達の特性や興味・関心等に

応じる幼児教育の基本の下、 「重層的な指導・支援」の考え方を踏まえ、

多様性・包摂性を尊重した指導・支援を進めるとともに、その上で、個々の

幼児の障害の状態等を踏まえた個別的な支援としての指導の工夫に取り

組むことが必要である。

⚫ 幼・小・中・高等学校の交流及び共同学習については、

➢ 通常の学級に障害のある児童生徒等が数多く在籍しており、相互に正し

い理解と認識を深めることが期待されること

➢ 特別支援学級の子供たちと通常の学級の子供たちが交流及び共同学

習を通じた協働的な学びを進めることで、相互理解や認識が深まることが

期待されること

➢ 特別支援学級の子供たちが必要な配慮を受けることなく多くの時間を通

常の学級で学んでいる場合には、学びの場の変更を検討すべきであること

これらの趣旨について、改めて国において示すことが必要である。

⚫ 重層的な指導・支援における「多様性・包摂性を尊重した生活づくり」は、

特別活動が教育課程上の「核」を担うものであり、交流及び共同学習は、

学校行事や学級活動をはじめとする特別活動においても、一層重視するこ

とが必要である。

⚫ その上で、基礎的環境の整備を促すとともに、合理的配慮の提供が確実に

行われるよう、必要な規定を行うべき。また、障害のある幼児に対する個別

の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用を一層推進するととも

に、個別の教育支援計画に合理的配慮の内容を記載することにより、園内

での共通理解と小学校への確実な引継ぎを図ることが必要である。

（７）障害種ごとの「配慮事項」

⚫ 特別支援学級や通級による指導における質の確保を図る観点から、障害

種ごとの基本的な対応や教育活動全般にわたる主な配慮事項について、

学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫

に資する基本的事項として示すことが必要である。

⚫ その際、合理的配慮の提供との関係についても整理するとともに、特別支援

学級や通級による指導における全国的な教育水準の保障の観点から、その

示し方についても併せて整理することが必要である。

補足イメージ⑦参照

補足イメージ⑧参照

（６）幼稚園における改善の方向性

（５）高等学校における改善の方向性

（８）交流及び共同学習
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（１）知的障害者である子供たちに対する教育課程の改善

情報活用能力の抜本的強化に向けた方策

⚫ 知的障害者である子供たちに対する情報活用能力の取扱いとして、

➢ 小学部では、授業時数や指導内容の具体が示されていない

➢ 中学部では、指導内容が機器の活用にとどまっていること

➢ 小学部から高等部までの指導の体系が明確になっていないこと

等の状況がある。

⚫ そのため、学びの連続性や発達の段階及び知的障害の学習上の特性を踏

まえつつ、情報活用能力について適切に取り扱うこととする。その際、

➢ 小学部では、「生活」において情報機器の活用を取り入れるなど、「生活」

を中心として他の各教科等においても適切に取り扱うこと

➢ 中学部では、 職業分野での情報活用能力育成を明確にするため、現在

の「職業・家庭」を「職業」と「家庭」の二つの教科に分離。「職業」におい

て、中・高等部を通じて「情報機器・情報技術の活用（仮称）」を設

定。中学部では、小学校中学年段階の内容を参考に情報技術の適切

な取扱い及び特性の理解に関する内容を充実し、高等部では、小学校

高学年段階の内容の充実を踏まえ見直すこと

が必要である。

目標及び見方・考え方、資質・能力の構造化

⚫ 特別支援学校独自の教科である小学部「生活」と中学部・高等部「職業」

について、目標及び見方・考え方、資質・能力の構造化の方向性を検討。

⚫ 「生活」については、

➢ 多様な生活体験を積み重ね、生活に必要な基本的な知識や技能及び

態度を着実に身に付けていくという学びの本質的意義や特質は、引き続

き重視していくべきものであり、従来の目標及び見方・考え方の在り方をも

とに、目標及び見方・考え方を整理することが妥当。

➢ 資質・能力の構造化においては、「知識及び技能に関する統合的な理

解」と「思考力、判断力、表現力等の総合的な発揮」をまとめて示すこと

により、「生活」の本質的意義を踏まえた深い学びの実現に向けた単元づ

くりに資することになると考えられる。

➢ その際、高次の資質・能力を３段階を通して示すことにより、継続的・長

期的、かつ、らせん状に深まるという知的障害のある児童生徒の学びの特

性を踏まえた指導が促されることが期待。また、複数の内容をまとめた「領

域」ごとに示すことで、学びの深まりが捉えやすくなることにも期待。

⚫ 「職業」については、

➢ 社会人や職業人として必要な知識や技能及び態度を身に付けるという、

その本質的意義は引き続き重視。従来の目標及び見方・考え方の在り

方をもとにしつつ、小・中・高等学校の情報活用能力の抜本的強化の方

向性も踏まえ、目標及び見方・考え方を整理することが妥当。

➢ 資質・能力の構造化においては、内容の系統性や情報活用能力の抜本

的向上も踏まえ、各領域ごとに高次の資質・能力を示すことが妥当。ま

た、中・高等部の６年間を通して高次の資質・能力を示すことで、知的障

害のある児童生徒の学びの特性を踏まえた一貫した指導の促進を期待。

⚫ その他の教科等は、知的障害の特性等を十分に踏まえ、児童生徒の生活

年齢を基盤とし、知的能力や適応能力及び概念的な能力等を考慮しつ

つ、小・中・高等学校等の方向性を踏まえた見直しに取り組むことが必要。

特別支援教育WG

3. 特別支援学校における改善の方向性

基本的考え方

⚫ 特別支援学校においては、特に知的障害者である子供の数が増加しており、

深い学びを確かなものとするとともに、特別支援学校の現場の状況を踏まえ

た実現可能性のある取組を進めていくことが必要である。

⚫ 知的障害者である子供たちに対する各教科においては、幼・小・中・高等学

校の教育課程との連続性を重視しつつ、発達の段階や知的障害の学習上

の特性や、「主体的・対話的で深い学び」の実装を進める趣旨を踏まえた対

応が必要であり、段階別に目標・内容を示すことについて引き続き必要である。

補足イメージ⑨、⑩
参照
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自立活動の位置付け

⚫ 特別支援学校の教育課程における自立活動の意義や位置付けをより明

確にするため、以下のような考え方を総則において示すことが必要。

➢ 自立活動は、心身の調和的発達の基盤を培うものであり、各教科等を

通じて育成する資質・能力を支える役割を果たすものであること

➢ 特別支援学校の教育活動全体を通じて、自立活動の視点をもって取り

組む必要があること

➢ 自立活動の時間における指導を教科等の指導に生かすために、カリキュラ

ム・マネジメントの中で、自立活動と各教科等を関連付けていくこと

⚫ 自立活動の指導と各教科等との密接な関連を図るためにも、障害による

学習上又は生活上で生じる困難さと、自立活動の指導との関連を図ること

の例示を示すことも必要である。

⚫ 各教科等を合わせた指導で行っている場合においても、教育の内容と指導

の形態とを混同しないよう、自立活動を含む各教科等それぞれの授業時数

の計上によって総授業時数とすることを明確化することが必要である。

子供主体の視点に立った自立活動の更なる展開

⚫ 子供主体の視点に立った自立活動の更なる展開が必要。

⚫ そのため、指導すべき課題の整理において、６区分の観点から捉えた子供

の実態と子供自身が捉えている困難さも考慮するよう示すことや、実態把

握において、個人因子のみならず、「社会モデル」の考え方を踏まえた環境

因子から把握することの重要性について、解説で示すことが考えられる。

⚫ また、より一層、子供自身の自己選択・自己決定に資する指導内容を促

す観点から、個々の児童生徒が自己の意思を表明することができるような

指導内容を取り上げることなどを新たに盛り込むことが必要である。

自立活動の内容等の示し方
⚫ 自立活動に示す内容は、各教科と同様に全てを取り扱うといった誤解や、区

分・項目が指導内容のまとまりを想起させてしまうといった混乱を避けるため、

自立活動の指導は、個々の児童生徒の障害の状態等の的確な把握に基

づき、指導すべき課題を明確にした上で指導目標を設定し、必要な項目を

選定し、それらを相互に関連付け、具体的な指導内容を設定する旨を分か

りやすく示す必要がある。

⚫ その際、指導する教師にとってイメージしやすく分かりやすい示し方の観点、ま

た、学習指導要領の目標・内容の構造化・表形式化の検討の方向性も踏

まえ、自立活動の内容について表形式化に取り組むことが必要である。

⚫ 表形式化に際しては、各区分の概括的な意味内容を表す「区分の観点」

（仮称）や各項目ごとに「項目の趣旨」（仮称）を記載することが必要。

⚫ 「１ 健康の保持 ⑶身体各部の状態の理解と養護に関すること。」について

、「養護」という言葉は受け身的な意味合いがあり、より主体的な取組を促す

観点から、「対応」に言葉を変更することも考えられる。

⚫ 障害が重度で重複している子供や医療的ケアを必要とする子供に対する指

導内容例や留意点等について、解説等の記載を充実することも必要である。

特別支援教育WG

3. 特別支援学校における改善の方向性

（２）自立活動の充実に向けた方策

実態把握から指導目標・内容の設定までの考え方

⚫ 「流れ図」について、現状では、指導目標から項目の選定に至る手続きの

拠り所となる考え方が明確に示されていないことから、指導目標から指導目

標の達成に必要な項目の選定する際の手続きを明示し、項目同士を関連

付けた指導内容やふさわしい指導方法の検討につながる示し方となるよう、

改善を図ることが必要である。

⚫ 自立活動に関する個別の指導計画については、作成の煩雑さや負担感の

解消を図る観点から、子供たちの実態等に関する記載は、他の諸計画等

で把握した内容を参考にして記載するなどして、業務の重複が生じることが

ないよう、留意点を解説等に示すことが必要である。

補足イメージ⑪参照
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⚫ 現行の特別支援学校学習指導要領は、幼・小・中・高等学校の構成・内容

に準じながら、特別支援学校において必要となる事項や内容を記載。例え

ば、重複障害者等に関する教育課程の取り扱いや、知的障害教育における

各教科等を合わせた指導等を規定している。

⚫ 今回の改訂においても、幼・小・中・高等学校における見直しの方向性につい

ては、特別支援学校においても同様に取り入れていくべき。

⚫ その上で、総則の構成や記載のあり方については、特別支援学校の教育課

程の考え方や編成・実施についてより的確に、かつ分かりやすく示すよう、改善

を加えていくべき。その際、以下の点などについて留意することが必要。

➢ 特別支援学校の教育課程全体を通じて、国の障害者施策の方向性も

踏まえ、自立と社会参加を目指していくという理念を明らかにすること

➢ 知的障害教育における各教科等を合わせた指導については、指導の形態

の一つであることを踏まえ、「第２章 各教科」以降に記載すること

➢ 各教科等の指導に当たっては、基礎的・基本的な事項のみならず、障害

の状態や卒業後の進路が様々であることを踏まえた示し方とすること

➢ 不登校児童生徒への支援に関する記載を示すこと

➢ 重複障害者等に関する教育課程の取り扱いについては、対象をより的確

に表す項目名に見直すことや、高等部における目標・内容の柔軟な取扱

い、小・中・高の目標・内容をより柔軟に取り入れるなど、子供たちの多様

な実態に応じた教育課程の編成を促進するための見直しを行うこと

⚫ 一方、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である子供た

ちに係る事項として、障害の状態等を踏まえつつ、各教科等の指導内容に係

る適切な設定に関する事項を規定。障害種固有の概念の形成や認知の特

性、意思疎通に関する事項を規定し、規定順についても整理が必要である。

⚫ 各学校においては、これらの配慮事項に加え、本人・保護者の意向を踏まえ

必要がある場合には、建設的対話による合意形成を通じて、過重な負担の

ない範囲での合理的配慮の提供に取り組むことが必要であり、配慮事項と合

理的配慮の関係について、解説等でわかりやすく整理することが必要である。

特別支援教育WG

3. 特別支援学校における改善の方向性

⚫ 今回、以下の点について、教育活動全般を通じて留意すべき基本的な考え方
として、障害種共通的に総則において示すことが考えられる。
➢ デジタル学習基盤の活用を前提として、障害の状態等を考慮した活用に当
たっての配慮すべき事項

➢ 自立活動の時間と各教科等との指導の関連に係る配慮すべき事項

（５）学習・指導・評価の改善充実の在り方

⚫ 特別支援学校の教育活動において「主体的・対話的で深い学び」の実装を

図ることは、次期学習指導要領に向けた基盤となる考え方であり、障害のあ

る子供たちの深い学びを確かなものとするためにも、幼・小・中・高等学校に

おける見直しの方向性を踏まえた学習・指導・評価の対応について、特別支

援学校においても行うことが必要である。

⚫ その中でも、障害のある子供たちにとって、デジタル学習基盤の活用は障害に

よる学習上又は生活上の困難さの改善・克服を図るためのツールとともに、

学習者主体の学びを進めるためのツールであるという視点が重要であり、情

報保障の観点のみならず、障害のある子供たちにとって授業内容の理解全

般を助けるものである。そのため、改訂に当たっては、デジタル学習基盤を前

提とし、その一層の活用を推進することが必要。国においては、改訂を待たず

に、効果的な活用事例について、広く周知することが重要である。

⚫ また、知的障害者である子供たちに対する教育課程における学習評価につ

いては、小・中・高等学校の各教科等の考え方を踏まえた学習評価とし、指

導と評価の一体化の一層の推進を図ることが必要である。

⚫ 小規模化が進む障害種においては、遠隔合同授業の積極的な活用や、少

人数ならではの状況を踏まえ地域資源の積極的な活用を図ることも重要で

ある。

（４）障害種ごとの「配慮事項」

（３）総則の構成等の構成・記載の在り方
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特別支援教育WG

３．特別支援学校における改善の方向性

（７）交流及び共同学習

⚫ 特別支援学校においては、交流及び共同学習について、学校間交流の実

施状況に課題が見られることや、近隣の学校と連携体制を構築している学

校も一部にとどまるなどの状況がある。

⚫ そのため、都道府県教委等が主導して、市区町村教委と連携しながら、学

校間の連携・交流体制の構築を各地域で図ることが期待される。その際、

特別支援学校と小・中・高等学校を一体的に運営する学校モデルの構築

に取り組むなどの計画的・継続的な交流及び共同学習の実現に向け、国に

おいて、各地域における取組の深化に向けた更なる施策を進めることや、都

道府県教委等においても、先導的な施策に取り組むことが期待される。

⚫ 特別支援学校と小・中・高等学校の間で、異なる目標・内容の下での教科

等における交流及び共同学習に取り組むためには、双方の学校間での丁寧

な調整に取り組むことが不可欠である。これらの交流及び共同学習を円滑

に進めるためのポイント等を国において整理して示すことも必要である。

（８）特別支援学校のセンター的機能の充実

⚫ 特別支援学校によるセンター的機能の更なる促進を図るために、

➢ センター的機能を活用して考えられる取組について、具体的な活用場面

に即した記載などを、小・中・高等学校の解説等で示すこと

➢ 特別支援学校にアウトリーチ的な取組も期待されることや、小・中・高等

学校において体制整備が課題となる弱視や難聴などの子供たちが在籍し

ている場合には、特別支援学校が確実に支援体制を構築することが期待

されている旨を特別支援学校の解説等で示すこと

➢ 障害のある乳幼児に対して、障害の早期発見と早期支援を進めていくこ

とが重要であることを踏まえ、特別支援学校の解説において、幼児教育

相談の充実についても示すこと

等の対応が必要である。

⚫ 特別支援学校高等部においては、産業構造や社会システムの変化、デジタ

ル技術の飛躍的な進展の中、特色ある取組を積極的に進める学校がある一

方で、社会情勢の変化を踏まえた取組が十分ではなく、生徒の能力・適性、

興味・関心等に応じた学びの実現に課題がある学校も見受けられる。

⚫ そのため、特別支援学校高等部の役割を明確にし、障害の状態等を踏まえ

つつ、特色・魅力ある教育活動の展開を図るため、高等学校で策定されてい

るスクール・ポリシーのうち、「育成を目指す資質・能力に関する方針」「教育

課程の編成及び実施に関する方針」を取り入れることや、「普通教育を主と

する学科」として、「その他普通教育を施す学科として適当な規模及び内容

があると認められる学科」の設置を可能とすることが考えられる。

⚫ また、障害のある生徒の自立と社会参画に向けて、教育課程全体を通じて

キャリア教育を行っていくことや、地域の工業・商業をはじめとする企業や産業

界、農業などの関係団体、高等教育機関、福祉や労働等の関係機関、地

域の社会教育、スポーツ、文化芸術等の関係団体など、多様な関係者との

連携・協働の更なる推進を図ることも重要である。その際、コミュニティ・スクー

ルを活用するなどして地域社会との連携・協働を深めることも重要である。

⚫ 高等部における職業教育においては、地域社会や企業・事業者と連携した

実践的な取組をこれまで以上に重視することが必要である。

⚫ とりわけ、専門学科については、産業教育の見直しの方向性を踏まえた内容

の見直しを行うとともに、社会の変化に柔軟に対応し、学校現場の裁量によ

る創意工夫を後押ししていくため、視覚障害教育、聴覚障害教育の専門教

科の科目の内容は、高等学校学習指導要領では対応できず、一定の学校

数・生徒数があり全国的な教育課程の基準を示すことが必要と考えられる保

健理療、理療、理学療法、理容・美容において示し、その他の専門教科につ

いては、設置者・学校現場の裁量に委ねることが必要である。

（６）高等部の充実



特別な教育的支援を必要とする子供たちも念頭においた学級全体での指導方法の工夫
（多様性・包摂性を尊重した学習者主体の授業づくり、学級・集団づくり、教室環境の整備 等）

障害の状態等を踏まえた
指導内容や指導方法の工夫

（通常の教育課程の中での障害のある子供に対する個別的な対応）

小・中学校に在籍する障害のある子供たちの学習活動の充実に向けた方策
（重層的な指導・支援のイメージ）

通級による指導
（特別の教育課程の編成）

配慮を必要とする
子供に対する

合理的配慮の提供

配慮を必要とする
子供に対する

合理的配慮の提供

校内委員会を中心とした
組織的な対応 配慮を必要とする

子供に対する
合理的配慮の提供

困難さが生じる
要因に目を向けた
工夫や手立て

教育的ニーズを踏まえた
段階的なプロセスによる
学びの場の検討

学級全体での指導の工夫と
障害のある子供に対する
個別的な対応の組み合わせ
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通常の学級における基礎的環境整備に当たる

特別支援学級
（特別の教育課程の編成）

通級による指導
を通常の学級で
の学びに生かす

通級による指導
を柔軟に活用

こうした取組によって必要な個別的な対応の内容も変わってくる

※特別支援学級の対象： 知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害
通級による指導の対象：言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱

こうした対応が全ての子
供の学びやすさに繋がる
という視点が重要

補足イメージ①  特別支援教育WG



Aさんの
ための

合理的配慮

Cさんの
ための
合理的
配慮

Bさんのための
合理的配慮

障害のある人から、社会的障壁を取り除くために対応を必要としている
との意思を伝えられた際に、負担が過重でない範囲で対応すること。
（第７条第２項、第８条第２項）

※「過重な負担」は、個別の事案ごとに、実現可能性の程度（物理的・技術的
制約、人的・体制上の制約）、費用・負担の程度、財政・財務状況といった要
素を考慮して、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断。

障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由とした差別を禁止。
（第７条第１項、第８条第１項）

学校における合理的配慮の提供について

「合理的配慮」と「基礎的環境整備」との関係

➢ 行政機関（教育委員会、公立学校等）や事業者（私立学校等）に対して、
不当な差別的取扱いの禁止、実施に伴う負担が過重でない範囲の合理
的配慮の提供が課されている。

不当な差別的取扱いの禁止

合理的配慮の提供

障害者差別解消法で求められていること

試験時間延長車いす利用
の補助

るびふり教材
の提供

➢ 行政機関（教育委員会、公立学校等）や事業者（私立学校等）に
は、個々の障害者に対する合理的配慮を的確に行うための、不特定
多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置（基礎的
環境整備）が努力義務として課されている。

➢ 合理的配慮の内容は、基礎的環境整備の状況や技術の進展、社会
情勢の変化等によって変わり得るものであり、基礎的環境整備と合
理的配慮の提供を両輪として進めることが必要。

基礎的環境整備（第５条）

施設や設備のバリアフリー化、介助者等の人的支援、
情報アクセシビリティの向上 等

⚫ 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会（共生社会）の
実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害者差別解消法」が平成25年に制定。

➢ 合理的配慮は、障害の特性や具体的場面や状況に応じて異なり、多様か
つ個別性の高いもの。そのため、障害のある児童生徒やその保護者と学
校・設置者等の双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合
理的な範囲で、柔軟に対応がなされることが必要。
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合理的配慮の提供に当たり得る例 （「差別の解消の推進に関する対応指針」 （文部科学省告示）より）

・ 見えにくさのある児童生徒に、教科書や資料を点訳することや、拡大資料やテキストデータを事前に渡すこと
・ 聞こえにくさのある児童生徒に、外国語のヒアリングの際に、音質・音量を調整したり、文字による代替問題を用意すること
・ 肢体不自由のある児童生徒に、体育の授業の際に、ボールの大きさや走る距離を変更したり、スポーツ用車椅子の使用を許可すること
・ 読み・書き等に困難のある児童生徒に、読みやすい字体による資料を作成したり、試験においてICT機器の使用や筆記に代えて口頭試問で行うこと
・ 人前での発表が困難な児童生徒に対し、代替措置としてレポートを課すことや、自らの発表を事前に録画したものを活用すること
・ 入学試験や検定試験において、別室での受験や試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の資料を許可すること など

補足イメージ②  特別支援教育WG



デジタル学習基盤の活用などによる基礎的環境整備の充実と
合理的配慮の関係（イメージ）

基
礎
的
環
境
整
備

基
礎
的
環
境
整
備

合
理
的
配
慮

Eさん
集中に困難、見
通しが持てない
ことへの不安

↓
個別に活動内容

を事前共有

Bさん
肢体不自由

↓
体育の運動
の量や方法

を変更

Dさん
人前での
発表が
困難
↓

レポート
で代替

Cさん
見えにくさ

↓
拡大コピー

の配布

Aさん
学習上の

困難
↓

学習時間
の変更

教育内容・教育方法の工夫における
基礎的環境整備

教育内容・教育方法の工夫における
基礎的環境整備

基礎的
環境整備
の充実

合
理
的
配
慮

Bさん
肢体不自由

↓
体育の運動
の量や方法

を変更

Aさん
学習上の

困難
↓

学習時間
の変更

活動の流
れや指示
内容を明
確に表示
するルー
ルを校内
で統一

口頭発表と
端末の

読上げ機能
等を使った
発表を

自由に選択

教材や
プリントの
テキスト
データを
端末へ配布

従来、児童生徒への個別の合理的配慮として提供されてきた支援の中には、学級全体への環境整備として講じられ
ることで、個別の対応が不要になるものがある。特に、1人1台端末等のデジタル学習基盤の活用は、全ての児童生徒
にとって自分に適した学習方法の選択を可能とするものであり、合理的配慮の前提となる基礎的環境整備の充実に特
に不可欠なものと考えられる。

(Dさんは
端末を
活用)

(Eさんは
個別の対
応なく活
動に参加)

(Cさんは
端末で
自身が

見やすい
状態で表示)
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デジタル学習基盤の活用

補足イメージ③  特別支援教育WG



通常の学級の学びと通級による指導の連携（イメージ）

通級による指導通常の学級

障害のない子供たちとできる限り共に学びながら、障害の状態等に応じたきめ細かな指導を実現するため、
通常の学級の学びと通級による指導の相互の連携によって、通常の学級での学びを充実していくことが重要

通級による指導を受ける子供についても
大部分の授業を通常の学級で受けることが前提であり

教育活動の基本は通常の学級にある

通常の学級だけでは指導・支援が

困難な場合に、障害に応じた特別
の指導を実施
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特別な教育的支援を必要とする子供たちも
念頭においた学級全体での指導方法の工夫

（多様性・包摂性を尊重した学習者主体の授業づくり、学級・集団
づくり、教室環境の整備 等）

障害の状態等を踏まえた
指導内容や指導方法の工夫

（通常の教育課程の中での障害のある子供に対する
個別的な対応）

通級指導による指導
で取り組んだ手立てを
通常の学級での学び

に生かす

通級による指導
を柔軟に活用

校内委員会による組織的な見立ての下、
総合的な見地から判断

通常の学級において、障害のない
子供と共に学びつつも、障害の状
態等に合わせて目標や内容を個別
に設定し、自分にあった内容やペー
スで学ぶ

※教師の持ち授業時数の増につな
がらないよう働き方改革にも留意

障害による学習上の困難の改善・
克服を目的とした指導

各教科
(困難さの状態に対する手立てとして、特に必要

がある場合、特例的な措置として実施)

＋通級による指導と
通常の学級における指導を
密接に関連させることが重要

補足イメージ④  特別支援教育WG



通級による指導を受ける場合の教育課程の特例的な取扱いの見直し（イメージ）

障害による困難の
改善・克服を目的
とした指導（※）

各教科等（通常の学級での授業）

各教科等
通常の
教育課程

通級による指導を
利用する児童生徒
の教育課程

（特別の教育課程）

現行制度

（※）自立活動の内容を参考として目標・内容を設定。
（特に必要があるときは、障害による困難の改善・克服を目的とした指導を、各教科の内容を取り扱いながら行うことが可能）

検討の
方向性

障害による困難
の改善・克服を
目的とした指導

各教科等（通常の学級での授業）

⚫ 自立活動の指導を実施した上で、通常の学級における少人数指導等では障害の特性等を踏まえると対応が困難な場合の特例
的な措置として、教科の内容の一部について、理解できず学習が遅れがちとなったり、他の子供たちと同じように学ぶことに困難をき
たしている場合等において、困難さの状態に対する手立てとして特に必要な場合においては、合理的配慮の提供の観点から、学
校側に過重な負担が生じない範囲で、かつ、教師の持ち授業時数の増につながらないよう指導期間を一定期間に限るなど働き方
改革にも留意した上で、各教科等（※）の指導を行うことを可能とする（中・高については、該当教科の免許を持った教師が実
施） ※高校においては各教科・科目

各教科
（障害の状態等を踏まえ
特に必要がある場合）

通級による指導

⚫ 合理的配慮の提供の観点も踏まえ、障害の状態等を踏まえ必要な場合には、本人・保護者と十分に意思疎通を図りつつ、各教
科(※)の目標・内容の一部を、障害の状態等を考慮したものに替えることを可能とする ※高校においては各教科・科目

通級による指導を
利用する児童生徒
の教育課程

（特別の教育課程）

通級による指導

⚫ 障害による困難の改善・克服を目的とした指導として、自立活動を取り入れることを明確に規定

⚫ 特例的な取扱いは、設置者の定めるところにより実施するものと整理
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補足イメージ⑤  特別支援教育WG



特別支援学級において期待される授業における学びのイメージ（一例）

２年 ２年

個別学習 交流学級で学習

５年 ５年

グループ学習（子供同士の協働的な学び）

４年

６年 ６年

教育課程が様々な
異学年の子供たちを
同時並行で指導

教師は子供たち
の間を「わたり」な
がら授業を実施

教師

個に応じた
指導

教師による直接的な指導と、子供たち自身の学びの適切
な組み合わせ

教師は様々な学習形態の子供たちに対して、配慮や手立
てを講じつつ、子供たちへの直接的な指導と子供たち自身
での学びの時間を組み合わせながら授業を組立て

デジタル学習基盤を活用して子供自身が学びを調整

子供たち自身での学びの場面では、デジタル学習基盤を活
用することで、障害の状態等や一人一人の学習の状況を
踏まえた学習内容や教材、学習活動や学習課題を提供
することで、子供自身が自らに適した学びとなるように調整

学びの在り方

自立活動での指導を生かした配慮や手立ての実施、合理
的配慮の提供

自立活動の時間の指導を生かした配慮や手立てを各教科
等の授業の中でも講じるとともに、本人・保護者の意向を
踏まえ必要な時には、学校側は過重な負担のない範囲で
の合理的配慮の提供を実施

配慮や支援の
在り方

特別支援学級内外の子供たちとの協働的な学びの実現

同じ特別支援学級の子供同士での協働的な学びを進め
るとともに、通常の学級の子供たちとの交流を通した協働的
な学びも進め、周囲の子供たちと共に育つ中での成長

集団との関係

学級経営の視点と組織的なアプローチ。負担感の解消

障害のある子供たちの心理的安全性を確保する場としての
特別支援学級における学級経営の展開。学校全体での
組織的なアプローチのための校内委員会による組織的な対
応を行うとともに、各教科等の個別の指導計画について記
載の重複感を解消し、子供に向き合う時間を確保

学級経営と
組織的対応
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教師による直接
的な指導以外は
子供たち自身で
学びに取り組む

支援員

個別学習

４年
（当該学年） （当該学年）

（当該学年
）

（下学年）

（当該学年
）

（当該学年
）

（当該学年
）

（下学年）

⚫ これまでの特別支援学級における優れた実践を踏まえ作成したものであり、改訂と並行して優れた取組の普及を推進

※子供たちの学習形態は授業や活動場面に応じて変わりうるものである。
また、上記のイメージの図は一例であり、例えば、異学年の子供たちが
同一の題材を取り扱い学びを進めるような場面も考えられる

補足イメージ⑥  特別支援教育WG



特別な教育的支援を必要とする生徒たちも念頭においた学級全体での指導方法の工夫
（多様性・包摂性を尊重した学習者主体の授業づくり、学級・集団づくり、教室環境の整備 等）

障害の状態等を踏まえた指導内容や指導方法の工夫
（通常の教育課程の中での障害のある生徒に対する個別的な対応）

高等学校における障害のある生徒の学習活動の充実に向けた方策
（重層的な指導・支援のイメージ）

通級による指導
（特別の教育課程の編成）

配慮を必要とする
生徒に対する

合理的配慮の提供

校内委員会を中心とした
組織的な対応

配慮を必要とする
生徒に対する

合理的配慮の提供

困難さが生じる
要因に目を向けた
工夫や手立て

学級全体での指導の工夫と
障害のある生徒に対する
個別的な対応の組み合わせ
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通常の学級における基礎的環境整備に当たる

通級による指導
を通常の学級での
学びに生かす

通級による指導
を柔軟に活用

こうした取組によって必要な個別的な対応の内容も変わってくる

※通級による指導の対象：言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱

こうした対応が全ての生
徒の学びやすさに繋がる
という視点が重要

将来的な制度的対応を含むあらゆる対応策を見据え、障害の
程度が重い生徒を受け入れる場合等において、特に必要な場
合には、障害の状態等に応じた教育課程の編成・実施を可能
とすることを新たな特例校制度を実施

補足イメージ⑦  特別支援教育WG



障害種ごとの基本的な対応や教育活動全般にわたる指導上の配慮事項
（障害による困難さに応じた配慮事項）と合理的配慮について

※ Aさんの「合理的配慮」としてい
た文字起こしの記録を学級全体に
提示することとする場合には、当
該学級における「障害による困難
さに応じた配慮事項」になる。

一方、各学校・学級の基礎的環
境整備や個々の障害の状態等によ
って「障害による困難さに応じた
配慮事項」が「合理的配慮」にも
なり得る。

障害者差別解消法（第７条第２項、第８条第２項）

・「障害による困難さに応じた配慮事項」を踏まえた上で、
なお解消されない学習上の障壁に対して、基礎的環境整
備や個々の障害の状態等に応じて、過重な負担のない範
囲で個別に対応するもの。

・本人・保護者からの意思表明を踏まえ、本人・保護者との
建設的対話による合意形成を通じて実施。

合理的配慮

障害のある人から、社会的障壁を取り除くために対応を必
要としているとの意思を伝えられた際に、負担が過重でな
い範囲で対応すること。

現行小・中・高等学校学習指導要領総則及び各教科

・困難さの状態への対応にとどまらず、困難さの背景に目
を向けた指導とすることが必要

・特に、特別支援学級及び通級による指導における全国的
な教育水準の保障が必要

・障害種ごとに想定される困難さに応じた、指導上の基本
的な留意事項

・教師による指導上の工夫

各教科等における指導計画の作成に当たっての配慮事項
・学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や

指導方法の工夫を計画的・組織的に行うものとする

障害による困難さに応じた配慮事項

（難聴における例）
Aさんより、授業時間内では十分に確認できないことがあるので、

授業の振り返り場面の文字起こしの記録を見直したい旨申し出があ
り、当該場面の文字変換のデータを授業後に個別に提示。

（難聴における例）
難聴特別支援学級では、音声の聞き取りに困難のある生徒3名に対し

て、内容理解の支援となるよう、授業中の音声を文字変換して提示。

小・中学校に在籍する障害のある子供たちの学習活動の充実に向けた方策（重層的な指導・支援のイメージ）
20

補足イメージ⑧  



高次の資質・能力の設定の趣旨や授業改善に向けたねらい 【独自】
（知的障害 小学部 生活科）

領域
学校・家庭での基本的な生活習慣

（仮）
社会での人とのかかわり（仮） 社会や地域でのくらし（仮）

身近な自然やもののはたらき
（仮）

高
次
の
資
質
・
能
力

よりよい毎日の生活を送る上で必要

となることを①考えて行動する中で、

②衛生的で安全な規則正しい生活

習慣を確立する力を身に付けること

により、

③健康で自立した生活を送ることが

できる。

身近な人や社会と関わる上で必要

となることを①考えて行動する中で、

②社会で他者と円滑に関わる力を

身に付けることにより、

③人や社会とのつながりをもった

生活を送ることができる。

社会や地域で暮らす上で必要とな

ることを①考えて行動したり表現し

たりする中で、

②きまりを守って社会資源を適切に

利用する力を身に付けることにより、

③秩序を保った共同的な生活を送

ることができる。

物事を論理的に①考えたり、分

かったことを表現したりする中で、

②関心をもった事象に自ら働き

かける力を身に付けることにより、

③探究的な学びにつながる生活

を送ることができる。

① 生活科の学習では、具体的な活動や
体験を通して、自ら考え、判断し、表現を
していく中で、知識や技能を身に付けられ
るようにすることが重要である。
そのため、児童が、実際的な行動を伴っ
て学べる場を適切に設定しながら、継続
的・長期的かつ、らせん状に学びが深
まっていく展望を描いた単元づくりや授業
改善を促す。

② 各領域の内容には様々な事項が示されて
いるが、ここでは、それらの事項の学習を通し
て実生活上での発揮が期待される、領域固
有の力を示している。
「清潔」「身なり」「身の回りの整理」など、それ
ぞれの事項そのものの習得を一義的な目的と
するのではなく、各事項を関連付けながら衛
生的な生活習慣を確立し、生活に生きる力を
身に付けることができる単元づくりや授業改善
を促す。

③ 生活科の目標は、「自立した豊
かな生活を送ること」である。
ここでは、「健康で自立した生活」の
ように、それぞれの領域固有の「豊か
な生活」の在り方を示しており、各領
域の資質・能力を身に付けることで、
もって「自立した豊かな生活」につな
がる単元づくりや授業改善を促す。

※生活科の各内容は、それぞれの関連性を踏まえ、基本的生活習慣や安全などの基本的な生活習慣に関する内容、遊びや人との関わり
などの生活や家庭に関する内容、中学部の社会科につながる社会のきまりや仕組みに関する内容、中学部の理科につながる自然事象に
関する内容の大きく４つで整理し、単元づくりをしやすくしている。高次の資質・能力はこの整理に基づいた４つの領域ごとに設定している。
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特別支援教育WG 補足イメージ⑨  



Ａ 職業生活 B 情報機器・情報技術の活用（仮） Ｃ 産業現場等における実習

高
次
の
資
質
・
能
力

知識及び技能に関する統
合的な理解

思考力、判断力、表現
力等の総合的な発揮

知識及び技能に関する
統合的な理解

思考力、判断力、表現
力等の総合的な発揮

知識及び技能に関する
統合的な理解

思考力、判断力、表現
力等の総合的な発揮

働くことの意義や働くため

に必要な知識・技能につ

いての理解を深め、自己

実現を図ったり社会の一

員としての役割を果たし

たりするために必要な力

を身に付けることにより、

将来のよりよい職業生活

につなげていけることを理

解する。

よりよい職業生活を送

るために、実際の場面

において必要となる事

柄を考えるとともに、自

分の長所や課題との

関係から、工夫したり

改善したりすることがで

きる。

情報機器・技術の効

果的な活用の仕方や、

適切な取扱い、特性の

理解について、将来の

自立と社会参加につな

がる力として、理解す

る。

情報機器・技術の活

用を通して情報を集め

たり整理したりして、自

分の思いや考えを表す

ことにより、将来の生活

と結び付けた情報機

器・技術の活用につい

ての自分の課題を解

決することができる。

実践的な知識や技能

に触れることを通して学

習したことを、自分の希

望する職業や進路と関

係付ける力を身に付け

ることにより、自分の将

来の職業や進路につな

げていけることを理解す

る。

働く人と直接関わった

経験を通して、自分の

成長や自己の進路に

ついて考えたり、考えを

表したりする力を身に

付けることにより、自分

の進路についての課題

を解決することができる。

一般的な職業に関する知識・技能の習得や
特定の職業について考えることにとどまらず、そ
れらを自分自身と職業及び社会との関係から
捉えた上で働くこと（勤労）について考えること
で、生徒が自らの卒業後の生活を見据えるこ
とのできる単元づくりや授業改善を促す。

情報機器・情報技術に関する指導を、
職業に関する作業や実習において実
際的に指導し、卒業後の充実した社
会生活や職業生活に結び付け、活用
する力を育む単元づくりや授業改善を
促す。

「A 職業生活」「B 情報機器・情報
技術の活用（仮）」での知識や技能と、
実習を通じて学習したことを関連させ、自
己の社会生活・職業生活との関係から
捉え直すことで、課題の解決や生活を工
夫しようとする力を育む単元づくりや授業
改善を促す。

※職業科の内容は、「Ａ 職業生活」「Ｂ 情報機器・情報技術の活用（仮）」「Ｃ 産業現場等における実
習」の３つの領域で整理しており、高次の資質・能力はこの３つの領域ごとに設定している。

高次の資質・能力の設定の趣旨や授業改善に向けたねらい 【並列】
（知的障害 中学部・高等部 職業科）
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特別支援教育WG 補足イメージ⑩  



特別支援学校の教育活動全体における自立活動の位置付け（イメージ）

自立活動
の時間の指導

教科等

支える

障害による学習上又は
生活上の困難を抽出

自立活動の時間の指導を
生かした配慮や手立て等

課題を整理し
指導目標・指導内容

を設定

＜自立活動の指導＞

心身の調和的発達の基盤を培う

各教科等の指導を通じた
資質・能力の育成

特別支援学校の教育目標の達成
・ 小学部においては小学校教育の目標、中学部においては中学校教育の目標
・ 小学部・中学部を通じ、児童及び生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図
るために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うこと

教科等 教科等

育成を目指す資質・能力の観点から整理した
自立活動の指導の位置付け

自立活動の時間の指導を要とした自立活動の指導
（教育課程編成の観点からの整理）

往還 往還

補足イメージ⑪  特別支援教育WG
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